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2
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)

ブ
ラ

ン
デ

ー
ビ

ー
ル

甘
味

果
実

酒

品
目

(単
位

:千
kℓ

）

リ
キ

ュ
ー

ル
み

り
ん

果
実

酒
合

計
そ

の
他

の
醸

造
酒

等
ス

ピ
リ

ッ
ツ

等
単

式
蒸

留
焼

酎
発

泡
酒

ウ
イ

ス
キ

ー

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
数

量
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

課
税

数
量

で
あ

る
。

連
続

式
蒸

留
焼

酎
合

成
清

酒
清

酒

－30－



年　度

平23 28 令元 2 3
 品　目 対23年度比 対28年度比 対前年度比

kℓ kℓ kℓ kℓ kℓ ％ ％ ％

603,026 538,071 457,537 414,265 399,399 66.2 74.2 96.4

41,407 31,269 24,796 19,747 18,965 45.8 60.7 96.0

450,259 385,616 354,741 326,019 313,642 69.7 81.3 96.2

507,541 479,533 423,674 405,839 391,024 77.0 81.5 96.3

104,253 106,213 100,142 93,046 94,998 91.1 89.4 102.1

2,859,334 2,709,758 2,353,777 1,828,322 1,935,626 67.7 71.4 105.9

302,045 368,297 375,408 348,382 337,947 111.9 91.8 97.0

7,834 7,627 10,250 9,459 7,591 96.9 99.5 80.3

96,195 148,824 194,121 161,630 160,189 166.5 107.6 99.1

6,872 5,777 4,867 4,421 4,369 63.6 75.6 98.8

854,538 732,058 595,667 603,576 596,102 69.8 81.4 98.8

2,058,462 2,191,445 2,526,666 2,647,334 2,441,805 118.6 111.4 92.2

319,542 568,664 839,651 933,802 998,440 312.5 175.6 106.9

724,368 500,292 387,924 345,128 292,346 40.4 58.4 84.7

8,935,681 8,773,475 8,649,244 8,141,003 7,992,467 89.4 91.1 98.2

(注)

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

み り ん

ビ ー ル

果 実 酒

甘 味 果 実 酒

発 泡 酒

付表　酒類課税数量の推移表（国税局分及び税関分の合計）

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

単 式 蒸 留 焼 酎

清 酒

ウ イ ス キ ー

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

そ の 他 の 醸 造 酒 等

合 計

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

ブ ラ ン デ ー

（７ 酒類課税数量の推移（国税局分及び税関分の合計））
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４
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翌
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。
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年　度

平23 28 令元 2 3
 品　目 対23年度比 対28年度比 対前年度比

kℓ kℓ kℓ kℓ kℓ ％ ％ ％

602,987 538,025 457,470 414,211 399,340 66.2 74.2 96.4

41,396 31,254 24,779 19,732 18,953 45.8 60.6 96.1

387,833 341,583 317,038 294,680 283,003 73.0 82.9 96.0

506,922 479,124 423,439 405,611 390,804 77.1 81.6 96.3

102,706 104,482 98,782 91,911 93,729 91.3 89.7 102.0

2,821,727 2,681,181 2,314,990 1,792,799 1,897,137 67.2 70.8 105.8

95,482 114,026 121,744 126,539 112,107 117.4 98.3 88.6

3,777 3,998 6,613 6,401 4,550 120.5 113.8 71.1

79,682 125,549 164,784 132,004 131,268 164.7 104.6 99.4

5,257 4,485 3,663 3,408 3,368 64.1 75.1 98.8

849,862 726,744 592,047 600,966 593,992 69.9 81.7 98.8

1,819,348 1,974,924 2,416,743 2,549,782 2,354,383 129.4 119.2 92.3

297,388 556,999 827,336 922,926 988,607 332.4 177.5 107.1

717,728 494,542 383,329 342,129 289,416 40.3 58.5 84.6

8,332,100 8,176,947 8,152,778 7,703,132 7,560,678 90.7 92.5 98.2

(注)

ウ イ ス キ ー

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

そ の 他 の 醸 造 酒 等

合 計

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

ブ ラ ン デ ー

付表１　酒類課税数量の推移表（国税局分）

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

単 式 蒸 留 焼 酎

清 酒

み り ん

ビ ー ル

果 実 酒

甘 味 果 実 酒

発 泡 酒

（８ 酒類課税数量の推移（国税局分））
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構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

kL ％ kL ％ kL ％ kL ％ kL ％

吟 醸 酒 18,668 3.0 23,638 4.3 19,938 4.5 19,313 4.6 18,970 4.6

純 米 酒 57,516 9.1 66,288 12.2 56,905 12.8 53,785 12.8 53,770 13.0

純米吟醸酒 27,309 4.3 46,570 8.6 44,290 9.9 43,892 10.4 45,650 11.1

本 醸 造 酒 64,628 10.3 48,334 8.9 32,810 7.4 27,218 6.5 26,293 6.4

計 168,121 26.7 184,830 34.0 153,943 34.5 144,209 34.2 144,683 35.0

総移出数量 629,558 100.0 544,377 100.0 446,162 100.0 421,291 100.0 413,054 100.0

（注）　１　本表は、「清酒の製造状況等について」（国税庁）によった。

　 ２  酒造年度は７月～翌年６月までをいう。

（注）特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準（平成元年11月国税庁告示第８号）に定められた要件により

　分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。

　出典：「清酒の製造状況等について」（国税庁）より作成

付表２　特定名称の清酒のタイプ別課税数量の推移表（国税局分）

　酒造年度

タイプ
平23 平28 令元 令２ 令３

（８ 酒類課税数量の推移（国税局分））

特定名称酒の課税移出数量等の推移
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年　度

平23 28 令元 2 3
 品　目 対23年度比 対28年度比 対前年度比

kℓ kℓ kℓ kℓ kℓ ％ ％ ％

39 46 67 54 59 151.3 128.3 109.3

11 15 17 15 12 109.1 80.0 80.0

62,426 44,033 37,703 31,339 30,639 49.1 69.6 97.8

619 409 235 228 220 35.5 53.8 96.5

1,547 1,731 1,360 1,135 1,269 82.0 73.3 111.8

37,607 28,577 38,787 35,523 38,489 102.3 134.7 108.3

206,563 254,271 253,664 221,843 225,840 109.3 88.8 101.8

4,057 3,629 3,637 3,058 3,041 75.0 83.8 99.4

16,513 23,275 29,337 29,626 28,921 175.1 124.3 97.6

1,615 1,292 1,204 1,013 1,001 62.0 77.5 98.8

4,676 5,314 3,620 2,610 2,110 45.1 39.7 80.8

239,114 216,521 109,923 97,552 87,422 36.6 40.4 89.6

22,154 11,665 12,315 10,876 9,833 44.4 84.3 90.4

6,640 5,749 4,595 2,999 2,930 44.1 51.0 97.7

603,581 596,528 496,466 437,871 431,789 71.5 72.4 98.6

(注)

ス ピ リ ッ ツ 等

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

果 実 酒

清 酒

甘 味 果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

ウ イ ス キ ー

合 計

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

そ の 他 の 醸 造 酒 等

付表１　酒類課税数量の推移表（税関分）

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

単 式 蒸 留 焼 酎

ブ ラ ン デ ー

み り ん

ビ ー ル

（９ 酒類課税数量の推移（税関分））
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付表２　国内製造品･輸入品別課税数量及び輸入割合の推移
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果実酒及び甘味果実酒 国内製造品 輸入品 輸入割合千kℓ
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ウイスキー及びブランデー 国内製造品 輸入品 輸入割合千kℓ

（９ 酒類課税数量の推移（税関分））

314326
355

310
376

386

386

450

346358
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166 165
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)

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
と

し
た

。

連
続

式
蒸

留
焼

酎
単

式
蒸

留
焼

酎
ブ

ラ
ン

デ
ー

(単
位

:億
円

）

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

合
成

清
酒

発
泡

酒
ウ

イ
ス

キ
ー

リ
キ

ュ
ー

ル
果

実
酒

合
計

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
額

は
、

現
行

の
品

目
に

対
応

す
る

平
成

1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

課
税

額
で

あ
る

。

み
り

ん
ビ

ー
ル

品
目

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

清
酒

甘
味

果
実

酒

－39－



年　度

平23 28 令元 2 3
 品　目 対23年度比 対28年度比 対前年度比

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％

69,517 61,674 52,272 45,099 41,861 60.2 67.9 92.8

4,113 3,105 2,461 1,959 1,881 45.7 60.6 96.0

106,657 91,265 83,768 77,255 74,545 69.9 81.7 96.5

121,582 114,534 101,095 96,962 93,327 76.8 81.5 96.3

2,085 2,124 2,002 1,861 1,900 91.1 89.5 102.1

627,879 594,817 516,404 383,095 386,183 61.5 64.9 100.8

23,990 29,285 29,849 29,277 30,029 125.2 102.5 102.6

973 937 1,199 1,082 895 92.0 95.5 82.7

36,151 49,276 63,211 58,997 57,513 159.1 116.7 97.5

2,651 2,226 1,882 1,720 1,687 63.6 75.8 98.1

114,648 98,755 80,309 81,289 80,276 70.0 81.3 98.8

170,088 180,515 208,673 239,434 248,063 145.8 137.4 103.6

30,045 50,556 73,087 80,409 84,655 281.8 167.4 105.3

58,359 40,402 31,371 31,517 31,731 54.4 78.5 100.7

1,368,738 1,319,472 1,247,583 1,129,960 1,134,544 82.9 86.0 100.4

(注)

果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

単 式 蒸 留 焼 酎

み り ん

ビ ー ル

付表　酒税課税額の推移表（国税局分及び税関分の合計）

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

清 酒

合 計

ス ピ リ ッ ツ 等

そ の 他 の 醸 造 酒 等

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

（10 酒税課税額の推移（国税局分及び税関分の合計））
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２
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5
4
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1
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5
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3
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1
2
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9
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３
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5
5
7

2
6

7
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1
,0

4
1

2
0

5
,3

7
2

9
3

7
4
9
0

1
5

8
6
0

1
,8

4
6

6
2
2

3
4
1

1
2
,0

7
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令
和

元
5
2
3

2
5

7
4
9

1
,0

1
0

2
0

5
,0

7
9

9
6

8
5
1
3

1
4

7
9
6

1
,9

8
1

6
8
5

3
0
7

1
1
,8

0
5

２
4
5
1

2
0

6
9
9

9
6
9

1
8

3
,7

5
6

1
0
5

7
4
6
9

1
3

8
0
8

2
,2

9
1

7
6
4

3
1
1

1
0
,6

8
1

３
4
1
9

1
9

6
7
3

9
3
3

1
9

3
,7

8
5

9
8

5
4
5
8

1
3

7
9
9

2
,3

7
6

8
1
2

3
1
4

1
0
,7

2
1

(注
)

合
計

み
り

ん
ス

ピ
リ

ッ
ツ

等
ビ

ー
ル

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
額

は
、

現
行

の
品

目
に

対
応

す
る

平
成

1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

課
税

額
で

あ
る

。

リ
キ

ュ
ー

ル
果

実
酒

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

合
成

清
酒

ウ
イ

ス
キ

ー
清

酒

(単
位

:億
円

）
品

目
ブ

ラ
ン

デ
ー

発
泡

酒
甘

味
果

実
酒

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

連
続

式
蒸

留
焼

酎
単

式
蒸

留
焼

酎

－41－



年　度

平23 28 令元 2 3
 品　目 対23年度比 対28年度比 対前年度比

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％

69,512 61,669 52,264 45,093 41,854 60.2 67.9 92.8

4,112 3,104 2,459 1,957 1,880 45.7 60.6 96.1

91,961 80,965 74,909 69,852 67,255 73.1 83.1 96.3

121,421 114,434 101,035 96,903 93,271 76.8 81.5 96.3

2,054 2,090 1,975 1,838 1,875 91.3 89.7 102.0

619,610 588,531 507,872 375,621 378,485 61.1 64.3 100.8

7,467 8,943 9,557 10,512 9,778 130.9 109.3 93.0

498 524 785 748 549 110.2 104.8 73.4

29,408 39,822 51,262 46,936 45,758 155.6 114.9 97.5

1,999 1,707 1,396 1,312 1,282 64.1 75.1 97.7

113,835 97,650 79,568 80,777 79,907 70.2 81.8 98.9

149,324 161,271 198,125 229,086 237,628 159.1 147.3 103.7

25,217 46,227 68,534 76,376 81,213 322.1 175.7 106.3

57,446 39,599 30,727 31,134 31,380 54.6 79.2 100.8

1,293,864 1,246,535 1,180,468 1,068,148 1,072,114 82.9 86.0 100.4

(注)

果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

合 計

ス ピ リ ッ ツ 等

そ の 他 の 醸 造 酒 等

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

単 式 蒸 留 焼 酎

み り ん

ビ ー ル

付表　酒税課税額の推移表（国税局分）

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎

清 酒

（11 酒税課税額の推移（国税局分））
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